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進行：委員長 

 

西予市指定地域密着型サービス事業所の指定更新について 

市内地域密着型サービス事業所一覧より、サービス種別

ごとの事業所配置と更新期間について、またグループホー

ムについては、これまでの新規指定及び指定更新において、

西予市民のサービス利用に寄与することになるため「入居

者について、原則として西予市に住所地（住民票）を１年

以上有する者に限る」との条件を付していることについて

説明する。 

 

① グループホーム宇和ひまわりの指定更新について 

令和３年８月 18 日に指定の有効期間満了を迎える当事

業所の指定更新について審議いただきたい。 
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遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされてお

り、現に利用者がいることから、継続してサービスを提供

するため更新を認めることを提案する。 

 

質疑応答特になし 

同意（全員挙手にて指定を認めることに同意） 

 

② グループホームまほろばの指定更新について 

令和３年８月 27 日に指定の有効期間満了を迎える当事

業所の指定更新について審議いただきたい。 

遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされてお

り、現に利用者がいることから、継続してサービスを提供

するため更新を認めることを提案する。 

 

質疑応答特になし 

同意（全員挙手にて指定を認めることに同意） 

 

③ ニチイケアセンター八幡浜の指定更新について 

平成 18 年４月の介護保険制度改正により地域密着型サ

ービスが創設されたことに伴い、平成 18 年３月 31 日以前

から当市の被保険者が入居していたことから、平成 18 年４

月１日時点で当市が指定したもの、いわゆる「みなし指定」

として扱われていたが、当初指定時の設置法人「株式会社

コムスン」から「株式会社ニチイのほほえみ」に事業譲渡

されたため、平成 19 年 11 月１日に、現入居者が入居して

いる間に限り当市が指定を行うこととした。その後、設置

法人が「株式会社ニチイ学館」に吸収合併したことにより、

改めて平成 21年 10月１日に指定となった経緯を説明する。 

 

令和３年９月 30 日に指定の有効期間満了を迎える当事

業所の指定更新について審議いただきたい。 

遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされてお

り、現に利用者がいることから、継続してサービスを提供

するため更新を認めることを提案する。 

 

質疑応答特になし 

同意（全員挙手にて指定を認めることに同意） 

 

19：30 終了 

 


